
 

 

川崎市物品会計規則の一部を改正する規則をここに公布する。 
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川崎市物品会計規則の一部を改正する規則 

川崎市物品会計規則（昭和３９年川崎市規則第３２号）の一部を次のように

改正する。 

第６条第２項第１号中「２０，０００円」を「１００，０００円」に改める

。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和９年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日（以下「施行日」という。）の前日において備品とし

ているもののうち、改正後の規則（以下「新規則」という。）第６条第２項

第１号の規定により、施行日以後消耗品とするものについては、施行日にお

いて新規則第４２条の組替えの決定並びに新規則第４３条第１項の組替通知

及び組替えの整理があったものとみなす。 


